
自動車整備業における適正取引の徹底について 
 

 

 

 

 

 

 

 

標記通達につきましては、令和６年５月にホームページにてお知らせしました
が、記載されている「整備作業を外注する場合等における下請事業者に対して公
正な競争を阻害するおそれのある行為をしないよう特に留意する点」を一部追加
し、改めて国土交通省より通達がありましたのでお知らせします。 

なお、今般追加された特に留意する点につきましては、下記4.となります。 
 

 

記 
 

1.  労務費指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害す
るおそれがある場合には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）及び下請代金支払遅延等防止法（昭和三十
一年法律第百二十号）に抵触する恐れがあること。 
 

2.  下請事業者に対して、親事業者が自己の一方的な都合によリ契約で定めた
対価の減額を行うこと、一方的に著しく低い対価での取引を要請する等の行
為をしないこと。 

 

3.  下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が一律に一定比率で単
価を引き下げて下請代金の額を定める等の行為をしないこと。 

 

4.  親事業者は下請事業者に対して、次の費用を適切に支払うこと。 
( i )   親事業者と下請け事業者との間で交換部品を運送する費用 
( i i )  不要となった部品を廃棄処分する費用 




